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１．はじめに

１－１．本稿の位置づけと「都市祭礼研究の課題と可能性」について

　本グローバル COEプログラムにおける筆者の研究課題は、祭りで起こった出来事（変
化や事件など）を１つの「テクスト」として解釈することである。なお、その際、当時
の社会状況を松澤和宏のいう「暗黙の文化的コンテクスト」として位置づけ〔松澤
2007：60–61〕、それとの関係の中で「テクスト」を読み解いていくつもりである1）。こ
うした作業を行なうにあたり、本稿では、静岡県周智郡森町で毎年11月に行われる「森
の祭り」を事例として取り上げる。とりわけ、ここでは1939～40年（昭和14～15）に
起こった騒動を見ていくことで、祭りにおける社会統合機能について考えてみたい。
　そこで、まずは、1998年に開催された第６回「宗教と社会」学会でのワークショッ
プ「都市祭礼研究の課題と可能性」について見ていくことから始めよう。このワークシ
ョップの中で問題設定を行った竹沢尚一郎は、次のように述べている。

　　祭礼研究は過去の呪縛を引きずっているように思われる。ひとつは、祭礼の集団的
沸騰が成員に共同性をもたらすというデュルケームの宗教社会学であり、もうひと
つは、祭礼を個々の要素に分解して、その諸相や変遷を理解しようとする柳田国男
の要素論である（あるいはこれをエリアーデ宗教学に近づけることもできよう）。
この２つのアプローチは、方法論的にまったく異質なものだが、反面いくつかの共
通性をもっている。祭礼を個々のコンテクストから切り離して考察すること、祭礼
をおこなう集団とその外部社会との関係を等閑に付すこと、祭礼を調和的なものと
見なし、さまざまな力の葛藤や支配の競合をみないこと。一言でいって、祭礼の観
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念論である〔竹沢1999：81〕。

　竹沢によると、このような理解にもとづいて始められたワークショップは、次のよう
な共通の視点を有していたという〔同：82〕。それは、第１に、祭礼を外部社会との関
係性のもとでとらえること、第２に、祭礼におけるさまざまな力の葛藤や支配の争いを
重視すること、第３に、祭礼がその参加者にいかなる力を及ぼしているかを考慮するこ
と、の３点である。こうして行われたワークショップは、きわめて刺激的であった。し
かし、その反面、不満がないわけでもない。筆者の感じた不満とは、竹沢の示した共通
視点の２つめと関わるものである。確かに、このワークショップの中で芦田徹郎は、祭
り参加者とその「外部」との葛藤について分析している〔芦田1999〕。だが、芦田自身
が別のところで述べているように、「内部」と「外部」は相対的かつ重層的であり、ど
こに視点を定めるかによって両者は常に反転しうるものである〔芦田2001：28〕。とす
るならば、参加者「内部」の葛藤や対抗関係も、研究対象として浮かび上がってきても
いいはずである。しかし、残念ながら、そのような視点からの報告がワークショップの
中でなされることはなかった2）。

１－２．デュルケム理論の概要

　ところで、竹沢をして、日本の祭り研究を呪縛するものの１つであるといわしめたデ
ュルケムの「宗教社会学」とは、いったいどのようなものなのであろうか。ここで改め
て、デュルケムの宗教論を確認しておきたい。周知の通り、彼の宗教論は、主として『宗
教生活の原初形態』の中で展開されている。デュルケムによると、儀礼（祭りを含む）
とは、「何にもまして社会的集団が周期的に自己を再確認する手段」であるという〔デ
ュルケム1942：272〕。あるいはまた、次のようにも述べている。

　　儀礼は、──（中略）──集合意識のもっとも本質的な要素を再活動させることに
しか役立たないし、また役立ちえないのである。それによって、集団は自ら抱懐し
ている感情と自己の統一の感情とを周期的に活気づける。同時に、個人は自分たち
の社会的存在としての性質を強める〔同：250–251〕。

　これらの個所で、デュルケムが主張しているのは、儀礼の社会的機能についてである。
だが、儀礼の中でそうした機能が発揮されるのは、いかなるメカニズムによってなので
あろうか。この問いに対して、デュルケムは、儀礼の参加者たちが共通の身体的所作を
行なうことによってであると答える。以下に彼の言葉を引用しよう。

　　彼ら【諸個人】が一致し、また一致していると感じるのは、同じ叫びを発し、同じ
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言葉を発し、同じ対象について同じ所作をすることによってである。──（中略）
──各個の精神は、自らを脱却することを条件としてのみ、合致し、交通しうるの
である。けれども、それは運動によらずしては不可能である。これらの運動の同質
性が集団に自我の感情を与え、したがって、集団を存在させる〔デュルケム1941：
415【　】内は筆者〕。

　ここまでの引用から、デュルケムが儀礼をどのように認識していたのかが、ある程度
明らかとなってこよう。要するに、彼にとって儀礼とは、社会的集団を構成するすべて
の人々が参加した状況で〔野中1997：30〕、共通の身体的所作を行うことによって彼ら
を相互に結びつけ、周期的に集団の自己確認をなすとともにその感情や統一感などを活
性化し、集団を集団として存在させるという社会的機能をもつ集合的行為なのである。
また、このような機能を有する儀礼は、その一連のプロセスの中で集合的沸騰と呼ばれ
る状況を呈するといわれている。集合的沸騰とは、人々が結集した際に見られる「集合
的な超興奮状態あるいは極度の高揚状態」であるという〔山崎2001：199〕。以上がデ
ュルケムの宗教論の大雑把な要約であるが、こうした彼の見解についてジャン＝ポー
ル・ヴィレームは、「デュルケムは間違いなく宗教的なるものの、一つの重要な機能を
強調している。つまりその社会統合機能、社会秩序保証機能を、である」と指摘してい
る〔ヴィレーム2007：26–27〕。似たようなことは宇都宮輝夫も述べており、「『原初形態』
でデュルケムが展開する宗教の最も重要な社会的機能は、宗教の社会統合機能で」ある
としている〔宇都宮1998：9〕。このような両者の指摘をもとに、デュルケムの宗教論
をあえて単純化して述べるとすれば、集合的沸騰を伴う共通の身体的所作──すなわち
儀礼──が、社会統合機能を発揮することによって社会を存在させることになる、とな
り、これを逆からいえば、社会は儀礼によってもたらされるということになるであろう。
このようなデュルケムの見解に関して、タルコット・パーソンズが、宗教が社会現象で
あるというよりも「むしろ『社会が宗教現象である』」と述べたことは〔パーソンズ
1992：178〕、あまりにも有名である。
　だが、芦田によると、こうしたデュルケムの理論をよくよく検討してみると、彼の理
論は「社会が宗教現象である」ことと「宗教が社会現象である」こととが同時に措定さ
れており、社会と宗教とのプライオリティを問う必要が回避されているように見えると
いう〔芦田2001：40–41〕。つまり、デュルケム理論における社会と宗教との関係は、
説明が不要なほどきわめて密接な状態にあるように思われるというのである。そのため
芦田によると、祭りの中で集合的沸騰が起こるためには、ただ単に人が集合しているだ
けでは不十分であり、人々の間に本来祭りによって産出されるはずの凝集性らしきもの、
具体的には旺盛な住民意識やコミュニティ・モラルなどといったものが、あらかじめ共
有されていなくてはならないと考えることもできるという〔同〕。芦田のこうした指摘は、
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きわめて説得的である。確かに、それまで何の関係もなかった人々を一ヶ所に集めたと
ころで、集合的沸騰が起こるとは考えにくい。このため、集合的沸騰を伴う祭りが成立
するためには、人々の間にあらかじめ何らかの社会性もしくは凝集性らしきものが存在
していなければならないということができそうである。となると、社会は宗教（祭り・
儀礼）によってもたらされるが、その宗教自体は社会が存在していなければ成立しえな
いということになり、こうした点からすると、デュルケムの理論は、確かに芦田が指摘
するように「社会が宗教現象である」ことと「宗教が社会現象である」こととを同時に
措定しており、社会と宗教との密接性を前提にしていると考えていいように思われる3）。
　さらにまた、非常に興味深いことに、芦田による祭りの成立と凝集性らしきものとの
関係についての主張は、先に引用した竹沢の見解とも見事に共鳴している。竹沢は、デ
ュルケムの「宗教社会学」と柳田の「要素論」との間に見られる共通点の１つとして、「祭
礼を調和的なものと見なし、さまざまな力の葛藤や支配の競合をみないこと」をあげて
いたが、芦田のいうように、祭りが成立するためには、その担い手たちの中にあらかじ
め凝集性らしきものが存在していなくてはならないのだとすると、祭りとはそもそも調
和的なものであり、そこで観察される葛藤や対抗関係はあくまでも表面的なものにすぎ
ないとみなすことも可能となってこよう。しかし、そうした予定調和的な理解で、本当
によいのであろうか。担い手たちの間に凝集性らしきものがありさえすれば、どれほど
激しい葛藤や対抗関係を示す祭りであっても、最後には必ず大団円を迎えることができ
ると考えていいのであろうか。本稿では、このような問題意識をもって、森の祭りで
1939～40年（昭和14～15）に発生した騒動を見ていくことにより、祭りにおける社会
統合機能について考えてみたい。

２．森の祭りと地域の概要

２－１．1939～40 年当時の森の祭り

　本格的な分析に先立って、まずは森の祭りの概要を説明しておくことにする。但し、
現在の森の祭りと本稿で扱う時期のそれとは、大きく異なる。そこで、ここでは本稿の
趣旨に照らし、1939～40年当時の様子についてのみ述べることにする。このころの森
の祭りは、毎年11月１日から３日までの日程で行われていた。森の祭りは基本的に、
静岡県周智郡森町に鎮座する三島神社の例祭である。当時この祭りには10町内が参加
し（表１および図１）、祭り期間中は各町内とも自前の屋台を引き回していた。そのよ
うな参加10町内に関して特に注目すべき点は、必ずしもすべての町内が三島神社の氏
子であるわけではないことである。表１にあるように、新町・明治町・仲横町・本町・
川原町・下宿の６町内は三島神社の氏子であるが、城下・天宮・向天方・戸綿の４町内
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はそれぞれ別個の氏神をもっている。このように、やや複雑な構造をもつ祭りの運営は、
どのようになされていたのであろうか。次に、祭りの運営組織について触れてみたい。
森の祭りの運営組織は、各町内のそれと全体のそれとに大別される。各町内の運営組織
は、「社

しゃ

」と呼ばれる祭り専用の組織が中心となる。1939～40年当時の森の祭りにおいて、
社は数えで35歳までの「若衆」のみによって構成されていた。一方、祭り全体の運営
は「大当番会議」と「年番会議」という２つの機関によってなされており、両会議とも
主に各社の若衆代表によって構成されていた。したがって、この当時の祭りは、原則的
に若衆だけで運営されていたのである。こうした森の祭りの概要の最後として、当時の
主要行事を列挙しておく。まず１日目に山車清祓が行なわれ、２日目に神輿の渡御、そ
して最終日の３日目に神輿の還御と舞児還しが行われた4）。なお、各日夜には練りと呼
ばれる行事もあった。練りとは、複数の屋台を近づけて置き、屋台と屋台の間の空間を
使って、人々が体をぶつけあう行事のことをいう（写真１）。練りは、現在でも、祭り
参加者たちがもっとも楽しみにしている行事の１つである。

２－２．参加町内の概要

　ここでは、さらに、こうした森の祭りを支える参加町内の近世以降の歴史と性格につ
いても述べておきたい（表２）。三島神社氏子地区（以下「氏子地区」と略称）６町内
のうち、明治町を除く５町内は、近世期にはすでに存在していたとされる。これら５町
内は近世期に森町村と呼ばれ、旗本の知行地であった。初期には山口氏の知行地であっ
たが、元禄ごろになると土屋氏の支配を受けるようになったという〔森町教育委員会
1996：517–546〕。秋葉山へと続く街道の宿場町であった森町村は、1830年（文政13）

表１　1939～40年当時の森の祭り参加町内・社名一覧

町　名 社　名 氏　神 備　考
新　町 北街社 三島神社

六
　
社

明治町 明開社 三島神社 1885年に開かれた町内
1885～1888年の間に参加

仲横町 比雲社 三島神社
本　町 水哉社 三島神社
川原町 沿海社 三島神社
下　宿 桑水社 三島神社

城　下 谷本社 谷本神社 参加年不明

四
　
社

天　宮 凱生社 天宮神社 1890年より参加と推定

向天方 慶雲社 天方神社 1922年より参加

戸　綿 睦栄社 稲荷神社 1926年より参加
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の「村柄見分之節、高并人別家数書上」によると、家数は合計358軒、そのうち百姓
141軒、商人149軒、旅籠屋24軒、諸職人40軒、医師と座頭がそれぞれ２軒ずつとなっ
ている。また人別に関しては合計で1,395人おり、そのうち男性665人、女性は730人と
なっている。男性665人の職業は、15歳以下の者と60歳以上の者、病身・足弱な者、さ
らに村役などの267人を差し引いた残りの398人について見てみると、商人153人、旅
籠屋34人、諸職人57人、医師・座頭５人、百姓149人となっている〔同1993：362–

図１　1939～40年当時の参加町内概念図
出典：森の祭り祭典本部・特設祭典写真班1989『遠州森の祭り』p. 10をもとに筆者作成
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365〕。これらからも明らかな通り、森町村には商人、旅籠屋、諸職人が多く、その合計
数は百姓を大きく上回っている〔同1996：571〕。こうした数値から、この当時の氏子
地区５町内が、「森村」ではなく「森町村」といわれた所以をうかがうことができよう。
そのような５町内に対し、同じ氏子地区に属する明治町は、その名の通り明治になって
できた町内である。1882～83年（明治15～16）ごろ、農閑期に土木工事等に出て日銭
を稼いでいた農家は、折からの不景気のため職に就けず困窮していた。そこで彼らを救
済するために、新しい町内を造るという計画が持ち上がり、実行に移された。そうして
1885年にできた町内が明治町であり5）、明治期に造られたということでその名がつけら
れたという〔森の祭り祭典本部・特設祭典写真班1989：64、大庭1997：51–52〕。
　一方、近世期の三島神社非氏子地区（以下「非氏子地区」と略称）４町内は、どうな

写真１　現在の練りの様子

表２　近世以降の行政区分

町内名
近世期

1889年 1955年
藩政村名 性格 所領

新町

森町村 町場 山口氏 → 土屋氏

森町
森町

仲横町
本町
川原町
下宿
明治町 ── ── ──
城下 城下村 農村／町場 掛川藩 → 横須賀藩
天宮 天宮村 町場 山口氏 → 土屋氏
向天方 向天方村 農村 掛川藩 → 大河内氏
戸綿 戸綿村 農村 天領 → 高木氏 飯田村



22 谷 部 真 吾

っていたのであろうか。まずは城下について見てみよう。城下は、近世期の大半を通じ
て掛川藩領であったが、幕末になると何故か横須賀藩の支配下に置かれた。その時期に
ついては明確でないが、1823年（文政６）ごろと考えられている〔森町教育委員会
1996：527–546〕。近世期に城下村と呼ばれていたこの地区は、1868年（慶應４）に書
かれた「城下村村鑑帳」によると、家数71軒（うち３軒は空き家）、人別328人であり、
山畑の山札役、鮎運上、酒造冥加金を納め、大工・農鍛冶・木挽が１名ずついて、農業
の間、男女とも山稼ぎをしていたとされている〔同1993：329–336〕。このような記録
からすると、農村としての性格を強くもつように思われるが、「往時は秋葉参道の要衝
として、商家あり、旅籠あり、大いに繁昌した町である」という記述もあり〔森の祭り
祭典本部・特設祭典写真班1989：44〕、町場としての機能も有していたともいわれてい
る。次に天宮についてであるが、近世期に天宮村と呼ばれたこの町内は、森町村同様、
初期には山口氏の、元禄以降は土屋氏の知行地となる〔森町教育委員会1996：530〕。
1784年（天明４）の「村鑑明細書上帳」によると、天宮村は家数136軒、人数475人、
うち男性235人、女性240人であり、毎月３日・９日・13日・19日・23日・29日の６回、
市が立ったという〔同1993：296–301〕。また、1721～1784年（享保６～天明４）まで
の家数と人口の動態を見てみると、家数は30軒、人口は33人増加している〔同1996：
598–609〕。こうしたこともあってか、「天宮村は街道沿いの町場で、古くから町として
の機能をも」っていたとされている〔同：692〕。最後に、向天方と戸綿について述べて
みたい。近世期の向天方は向天方村と呼ばれ、もとは掛川藩の所領であったが、幕末に
大河内氏の所領となった〔同：530〕。また、戸綿は戸綿村と呼ばれ、近世初期に幕領と
して中泉の代官所の支配を受けていたが6）、元禄期以降に旗本・高木氏の知行地となっ
た。こうした向天方および戸綿の２町内は、農村としての性格をもっていたといわれて
いるが、両町内の近世期の状況については、史料上の限界もあり、残念ながらこれ以上
詳しいことはわかっていない。
　以上のように、近世期における10町内の状況は、氏神の違いだけでなく、その所領
支配の歴史からいっても、また村（藩政村、後の町内）の性格からいっても、複雑な様
相を呈していた。こうした村々は、やがて近代に入ると合併されることとなる。例えば、
1889年（明治22）のいわゆる「明治の大合併」の際には、森町村・城下村・天宮村・
向天方村が合併し、森町となった。このとき戸綿は森町村とは合併せず、南部の村々と
合併し、飯田村となった7）。しかし、その飯田村も、1955年（昭和30）に行われた「昭
和の大合併」のときに森町と合併し、現在に至っている8）〔森町商工観光課広報統計係
2003：2〕。
　このように参加10町内の間には、いくつかの差異性が存在していたが、とりわけ祭
りともなると三島神社の氏子か否かにもとづく違いが強調され、それらは行事の中にも
表象された。例えば、山車清祓、神輿の渡御・還御、舞児還しといった行事は三島神社
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の神事であったため、非氏子地区４社はこれらの行事に参加することができなかった9）。
参加を認められなかった４社は、特に神輿の渡御・還御や舞児還しの際に、行事の進行
を妨げたことも当時はあったという。このようなこともあり、氏子地区６社と非氏子地
区４社とは、対抗的な関係にあったのである。

３．1939～40 年の騒動

　そうした氏神の違いにもとづく６社と４社との対抗関係が、極端なかたちで表出され
てしまったのが1939～40年（昭和14～15）の騒動である。この騒動の経緯については、
城下の谷本社によって作成された『谷本社記録簿』に詳しい〔山内2000：110–112〕。そ
こで、ここでは、同記録簿によりながら事件の顛末を明らかにしていくことにする。
 騒動の発端は1939年の祭りにあった。1939年11月２・３日の項に、以下のような記述
が見られる。

　　十一月二、三日
　　本年祭典中不

はからず

図も我社と桑水社間に紛
ふんじょう

擾を生じ　祭典中に未解決のまま問題を後日
に持越されたるは実に遺憾とす〔山内2000：110〕

　ここに記されている通り、この年の森の祭りでは、谷本社と下宿の桑水社との間に何
らかの「紛擾」が発生してしまったようである10）。引用文にあるように、この「紛擾」
はその年の祭り期間中に解決できずにいたところ、森の祭りの翌日、つまり11月４日に、
非氏子地区４社は当年の祭りの幹事役であった明治町の明開社からの呼び出しを受け
た。その席で４社は、昨夜の問題を理由に氏子地区６社が大当番会議を脱退する意向で
あることを、明開社から伝えられた11）。
　その後、この件に関する出来事は特に何もなかったが、1940年の祭りも近くなった
９月23日、谷本社の役員会議が開かれたことで、事態は再び動き出した。この会議で
役員たちは、６社の大当番会議脱退通告以降、これまで何の連絡もないのは谷本社と一
緒に祭りを行なうつもりがないからであると判断し、６社とは別に、谷本社独自の祭り
を行なうことを決定してしまったのである。この決定は、９月25日に昨年の幹事役で
あった明開社に伝えられ、10月１日には非氏子地区４社による会議が開かれ、当年の
祭りに関する話し合いがもたれた。このまま祭りが２つに分裂するかに思われた10月
15日、突如、警察署長や森町町長、さらには警防団長による仲裁によって和解が成立
し12）、この年の祭りも例年通り実施されることとなった13）。
　以上が、1939～40年に森の祭りで発生した騒動の経緯である。見ての通り、この事
件は、もともと谷本社と桑水社の間で生じた出来事であった。それが、６社の大当番会
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議脱退や４社による独自の祭りを実施するための会議開催にまで至り、事件は氏子地区
６社と非氏子地区４社の対立にまで発展してしまった。しかも、この対立は、祭りの分
裂を招来しかねないほど危険なものであった。こうした危険性をはらんだ対立を、私た
ちは、どのように理解したらよいのであろうか。「社会が宗教現象である」ことと「宗
教が社会現象である」こととを同時に措定し、社会と宗教（祭り）との密接性を前提と
しているように見えるデュルケムの理論からすると、この種の対立は起こって当然のこ
とといえよう。なぜならば、氏子地区と非氏子地区との間に存在していた差異性が、祭
りに反映されたと解釈することができるからである。だが、こうした視点を採用した途
端、厄介な問題を抱え込むことになる。それは、警察署長や森町町長、さらには警防団
長の仲裁によって和解が成立した理由を説明できなくなってしまうからである。社会と
宗教とは説明が不要なほど密接な状態にあるとするならば、氏神にもとづく差異性をも
つ６社と４社との関係は、角突き合わせていがみあっている方がよほど自然であるよう
に思われる。それにもかかわらず、なぜ和解が成立したのであろうか。

４．「外部者」による仲裁

４－１．仲裁に乗り出した理由

４－１－１．儀礼論的解釈

　そこで次に、和解が成立した理由について考えていくことにする。その際、２つの側
面から、和解成立の要因を考察する必要があるだろう。１つは仲裁者側からの考察であ
り、そこでは警察署長・町長・警防団長の３者が仲裁に乗り出した理由を問うことにな
る。もう１つは、仲裁を受け入れた側からの考察であり、各社の代表者たちが仲裁を受
け入れることができたのはなぜなのかについて考えていく。まずは、前者についてであ
るが、これに関しては２つの解釈が可能となる。１つは、警察署長・町長・警防団長の
３者による仲裁を、これこそ祭りにおける社会統合機能の発現であるとする、いわば儀
礼論的解釈である。彼ら３人も、すでに森の祭りの社会統合機能の影響下にあったため
に、この祭りの分裂の危機を見過ごすことができなかったのだとする解釈がこれである。
だが、こうした解釈には少々問題もある。デュルケムは、すでに確認したように、祭り
の中で社会統合機能が発揮されるためには、参加者たちによる共通の身体的所作が必要
であると考えていた。しかし、警察署長・町長・警防団長の３人は、一般の祭り参加者
たちと同じように、屋台の引き回しや練りに加わっていたわけではなかったものと思わ
れる。したがって、厳密にいえば、彼ら３人に祭りの社会統合機能が影響を及ぼしたと
考えるには無理がある。そのことはまた、彼ら３人を、若衆たちと同じように祭りの直
接的な参加者としてみなすことが難しいことをも意味している。あえていうならば、若
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衆たちからすると、彼ら３人は「外部者」もしくは「他者」として位置づけられる存在
なのである。
　しかしながら、このような理由のみにもとづいて儀礼論的解釈を退けてしまうと、慎
重さに欠けるという指摘を受けてしまうかもしれない。なぜならば、注目すべきことに、
デュルケムは社会統合機能の源泉となる集合的沸騰について触れた個所で、次のように
述べているからである。

　　ひとたび諸個人が集合すると、その接触から一種の電力が放たれ、これがただちに
彼らを異常な激動の段階へ移すのである。表明された感情は、それぞれに大いに外
界の印象に鋭敏な全員の意識の中で抵抗なしにこだま

4 4 4

する〔デュルケム1941：
389〕。

　このようにデュルケムは、人々が集合することによって、彼らの意識が異常に高まっ
ていくことを指摘している。この指摘を重視するならば、祭りにおける社会統合機能の
影響範囲について、もう少し柔軟に考えることもできるのではないだろうか。すでに示
したように、警察署長・町長・警防団長の３人は「部外者」もしくは「他者」であった
こともあり、集合的沸騰状態にある集団の「中」にいたわけではなかった。しかし、そ
の「すぐ隣」、集団の外縁にいたのである。このため彼ら３人の感情も、集合的沸騰状
態にあった若衆たちの感情と部分的もしくは全面的にこだま（共鳴）し、その結果、若
衆たちとどこかで共通するような心性をもつに至ったと解釈することもできなくはない
であろう。
　だが、こうした解釈は、やや強引すぎるであろうか。確かに、このような弁護を行っ
たとしても、儀礼論的解釈にはなお問題が残ってしまうのである。その問題とは、集合
的沸騰状態にあった集団の「すぐ隣」に立っていた人々の中に、警察署長・町長・警防
団長の他に、一般の森町住民や見物人もいたことと関係する。彼らの立ち位置が同じで
あったとすれば、一般の住民たちや見物人も仲裁を行った３人と同じように、若衆たち
とどこかで共通する心性をもっていたはずであり、そうであるならば、住民たちや見物
人の中から仲裁に乗り出す人が出てきてもおかしくなかったことになる。特に、一般の
森町住民、それも町内の「顔役」にあたるような人物による仲裁があってもよさそうに
思われるのだが、これまでのところ、それをうかがわせる史資料はもちろんのこと、語
りすら見つかっていない。なぜ、社会統合機能は、警察署長・町長・警防団長といった
政治的な権威・権力をもつ人にのみ作用し、町内の「顔役」を含む森町の一般住民や見
物人には作用しなかったのであろうか14）。儀礼論的解釈の問題は他にもある。それは、
一方で、祭りの直接的参加者である若衆たちが祭りを分裂させる方向へと動き、他方で
警察署長・町長・警防団長の３人は祭りを統合する方向へと動いていった理由を説明で
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きないことである。彼らは全員、多かれ少なかれ、森の祭りによって発揮された社会統
合機能の影響下にあったはずである。それにもかかわらず、何故こうした正反対の動き
が同時に発生したのであろうか。儀礼論的解釈にはこうした問題が残されてしまうので
あり、そのことを考えると、本稿の事例に関する限り、この解釈にはやはり限界がある
のではないかと思われてならない。
４－１－２．社会状況論的解釈

　このような儀礼論的解釈とは異なる、警察署長・町長・警防団長の３人が仲裁に乗り
出した理由に関するもう１つの解釈は、当時の時代状況が彼らの背中を押したと考える、
社会状況論的解釈である。1940年10月17日付『東京日日新聞』の遠州版に、「森の三島
神社祭典に新體制」という見出しのついた記事が掲載された。この記事は、３者による
仲裁がなされた会議の内容に関するものであり、そこには次のように書かれている。

　　遠州森町三島神社の祭禮は来る十一月一日より三日間行われるが、□
（舊カ？）

来の悪習を一
掃　新體制に副ふべく十五日午前十時から森町署楼上に比雲社ほか九社の氏神代表
五十余名が参集　小倉署長、大石町長、鈴木警防團長列席で協議を行ない左記の申
合せをした

　　（一）未成年者の飲酒、喫煙は断乎取締ること（二）山車の引廻しは午後十時まで
とすること（三）風紀問題に関しては特に厳重監督すること

　ここで注目すべきは「新体制（新體制）」という言葉である。新体制もしくは新体制
運動とは、1940年を中心に展開され、新党樹立を中心に政治・経済・文化をはじめあ
らゆる分野を含む日本の制度の大変革が企図された運動であった15）。考えてみれば、
1939～40年という時代は1931年の満州事変に始まる15年戦争の真っただ中であり、国
家が総力戦に向けて国民を統合しようとしていた時期であった。そのような国家の意向
は、数々の政策からも見て取ることができる（表３）。例えば、1938年４月には国家総
動員法が制定され、1939年４月には宗教団体法制定16）、さらに1940年９月になると内
務省通達が出され、部落会・町内会・隣保班の組織化が行なわれ、10月に大政翼賛会
発会式、11月には全国規模で紀元2600年祭の実施などが見られた。こうした動きはまた、
森町という地域社会レベルでも確認することができる。まず、1938年には、政官民が
共同して森町の振興をはかるために森町振興委員会が設置された〔森町教育委員会
1995：607–609〕。また、この年には、軍事教練の厳格な実施を目的とした森町立青年学
校の特別教育計画も策定され、そこでは上官への服従が説かれていた〔同：771–774〕。
さらに1940年には、森町運送産業報国会が組織されただけでなく〔同1996：311–313〕、
同年11月11日には天宮神社において紀元2600年を祝う奉祝式典が町をあげて行なわれ
たりもした（1940年11月12日付『静岡新報』）。このように当時は、森町でも地域住民
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の統合が求められていたのである。こうした情勢下において、地域社会の不和を表象す
るかのような祭りの対立・分裂という事態は、警察や町としても見逃せなかったのでは
ないだろうか。警察署長・町長・警防団長の３者が仲裁を行った理由も、このあたりに
あったものと思われる。

４－２．なぜ仲裁を受け入れたのか

４－２－１．仲裁者の権威・権力

　以上、ここまで、仲裁が行なわれた理由を仲裁者の立場から探ってきた。しかし、仲
裁による和解の成立とは、互いに相争う当事者双方が和解案を受容しなければ顕在化す
ることのない現象である。ということは、仲裁者側からの考察だけでは不十分であり、
受容者側からの分析も必要となる。では、今回の騒動の当事者である各社の代表者たち
が３者による仲裁を受け入れたのは、いかなる理由からであったのだろうか。
　彼らが仲裁を受け入れた理由の１つとして、すぐに思い浮かぶのは、警察署長や森町
町長、さらには警防団長のもつ権威なり権力である。森の祭りでは、現在でもそうなの
だが、目下の者は目上の者に逆らいにくい雰囲気があり、「祭りはタテ（の関係）で動く」
ともいわれている。また、こうした森の祭り特有の雰囲気に加え、当時は権威者への従
順な態度が必要とされていた時代でもあった。すでに見たように、森町立青年学校の特
別教育計画の中に上官への服従が説かれていたことなども、そうした時代の空気を伝え
ていよう。さらに、戦前・戦中期の警察が有していた権力も、各社の代表者たちに仲裁
を受容させた大きな要因の１つであったと考えることができる。広中俊雄は、戦前・戦
中期の警察を「帝国警察」と呼び、その活動について次のように述べている。

　　「帝国警察」の悪名を高らしめたものとして、検束がある。──（中略）──検束
のおこなわれかたは、今日の善良な市民が常識的に想像しうるようなものであった
わけではない。警察官が、自分の要求にさからう者ないし自分の気にくわない者を
検束して “ブタ箱” に泊めた例は、いくらでもあるのであり、その点だけからしても、

表３　1930年代後半の社会状況

年 日本の状況 森町の状況
1938年 国家総動員法制定（４月） 「森町振興委員会」設置

「森町立青年学校の特別教育計画」策定
1939年 宗教団体法制定（４月）
1940年 内務省通達（部落会・町内会・隣保班の

組織化、９月）
大政翼賛会発会式（10月）
紀元2600年祭実施（11月）

「森町運送産業報国会」組織
天宮神社にて紀元2600年奉祝式典実施
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一般市民が警察をコワイものと感じたのには充分の根拠があったといえよう〔広中
1968：15–16〕。

　このように広中は、戦前・戦中期の警察がどれほど大きな権力を有していたのか、そ
して、そうした警察を一般市民がどのように感じていたのかについて明らかにしている。
こうした当時の状況に関しては、この他にも、瀧静雄による指摘を補足的に取り上げる
こともできる。瀧によれば、15年戦争当時、村長・学校長・駐在所の警察は「村の三
長官」と称されていたという〔瀧1969：166〕。瀧の記述からは、警察のみならず地方
自治体の首長も大きな権威をもっていたことが理解できる。これらの諸要素からすると、
各社の代表者たちが警察署長・町長・警防団長の仲裁をはねつけるためには、それ相応
の理由と相当の覚悟を必要としたことであろう。したがって、現実的には各社の代表者
たちが仲裁を拒むことはほぼ不可能であり、それを受け入れざるをえない状況にあった
といっていいように思われる。
４－２－２．地域社会の同質性と戦時下という時代性

　しかしながら、彼らが仲裁を受け入れた理由は、こうした消極的理由からだけではな
いとも考えられる。なぜならば、祭りにおける対立の表面化やその分裂状態を、必ずし
もよいことではないとする思いが形成される余地が、彼らの日常的な社会生活の中にあ
ったと解釈することもできるからである。そうした思いの形成には、一方で地域社会の
同質性が、他方で戦時下という当時の時代性が、深くかかわっていたものと考えられる。
まず前者に関してであるが、これまでの考察では、森の祭りに参加する町内間の差異性
を強調してきた。しかし、実のところ、参加町内の間には同質性も存在していたのであ
る。例えば、戸綿を除く、氏子地区６町内と城下・天宮・向天方の３町内は、1892年（明
治25）以降、同一の小学校区に属していたのであり〔森町制100周年記念誌編集委員会
1989〕、このことは祭りに参加している同年代の人々が、多くの場合、小学校時代から
の顔見知りであったことを意味している。さらに、参加町内の間では、三島神社の氏子
か否かにかかわらず、日常的な人々の交流やもののやりとりも頻繁に行われ17）、通婚さ
えも見られたという。こうしたことは、森の祭りに参加する町内や社の間に、氏神や町
内の歴史・性格にもとづく差異性だけでなく、同窓生や友人・知人、さらには親族のネ
ットワークにもとづく同質性も存在していたことを示していよう。
　また、当時の日本では、国民統合を促すための政策を国家が次々と打ち出しており、
そうした動きが森町でも見られたことについては、すでに指摘した通りである。だが、
このころ見られた事象はこれだけではなく、この他にも地域社会の住民を動員して行わ
れたさまざまな行事があったのである。残念ながら、森の祭りに参加していた10町内
に関する史料は残されていないものの、その周辺の地域では時局映画の上映や時局講演
会の開催、銃後後援強化週間といった運動の実施〔森町教育委員会1995：723–725〕、
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防空訓練の実施などが行なわれていた〔同1998：397–398〕。おそらく、同じようなこ
とが、参加町内の間でもなされていたものと推測される。国家はこうした政策や行事を
通して、総力戦体制を確立するために国民を統合していこうとしたわけであるが、その
ことはまた、祭りとは異なる日常的な社会生活の場面で実施されたこれらの政策や行事
が、人々を統合する働き、すなわち社会統合機能を有すると考えられていたことを意味
していよう18）。
　このような、参加町内および社の間に存在した同質性や国民統合を促していた当時の
時代性は、各社の代表者たちの間に半ば仲間意識に似た感情を形成することに一役買っ
たのではないかと思われる。そうした感情が日常的な社会生活の中で形成されていたか
らこそ、祭りの場面で表面化した対立や分裂を「異常なもの」として認識し、そうした
認識が最終的に、警察署長・町長・警防団長による仲裁を受け入れることにつながった
と解釈することもできるのである。

５．対立の宗教社会学的解釈──社会と祭り──

５－１．対立の潜在的可能性

　しかし、仲裁を可能にした要因のうち、特に地域社会の同質性や国民統合を促す当時
の時代性を重視すると、今度は逆に、今回の「紛擾」によって対立が深刻化し、一時は
祭りが分裂しかけた理由が不明瞭になってしまう。いったいどうしたら、このようなジ
レンマから抜け出し、すでにある程度の凝集性らしきものが地域社会に備わっていたに
もかかわらず、祭りで騒動が発生し、その結束に亀裂が生じてしまったという事態と、
地域社会の中に差異性が存在していたにもかかわらず、そうした騒動が後に仲裁され、
和解が成立したという事態とを、矛盾なく説明することができるのであろうか。
　こうした問題を考えていくにあたり、さしあたりここでは、そもそも祭りという社会
統合機能が発揮されるべき場面において、なぜ対立が表面化してしまったのかという問
題を明らかにしておきたい。この問題を考えていく上で、上野千鶴子の指摘が参考にな
る。上野によると、祭りとは共同体の内部に外部を創り出す制度的な装置であり、そう
して創出された外部へと共同体の攻撃性を回路づけることによって、集団は自己の境界
を維持するのだという〔上野1984：53–54〕。上野のこのような指摘は、ある程度、森
の祭りにも当てはまる。ある社にとって、他社はまぎれもなく「内なる外部」である。
したがって、各社は他社との間に境界線を設定し、それを維持することによって19）、集
団としての存立を確保することになる。森の祭りの場合、そうした境界線は各社の間だ
けでなく、氏神の違いにもとづいた６社と４社との間にも引かれ、さらには全10社と
いう１つのまとまりを創り出すためにも引かれる（図２）。参加集団のこうした入れ子
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構造を個人の側から捉え返すと、自己の帰属先としてアイデンティファイする集団が、
レベルを異にしつつ複数存在していることになる。このことは、各個人がアイデンティ
ファイする集団が、状況に応じて異なる可能性を示唆しているといえよう。祭りの社会
統合機能について論じたデュルケムは、集合的沸騰により個人のアイデンティティは全
体へと回路づけられると想定していたようであるが、本稿の事例を見る限り、ことはそ
う簡単ではないように思われる。
　もっとも、森の祭りでは、祭りのたびごとに深刻な対立が表面化していたわけではな
い。何事もなく行事が進行していけば、個人は全体にアイデンティファイすることが可
能である。このような場合、集合的沸騰によって「内なる外部」の境界線が融解または
消失し、全10社という１つの集団が立ち現れることになる。これこそ、社会が統合さ
れた状態であるといえる。しかし、けんかなどの葛藤は、そうした回路を閉ざしてしま
う。もちろん、謝罪などによって「正常な」関係を構築し直すことで、この回路を再び
開くことも可能である。だが、今回の事例のように、そのような努力がなされなかった
場合、個人はより下位の集団にアイデンティファイしてしまい、その結果、社会統合に
失敗してしまうことも起こりうるのである。

５－２．社会と宗教

　こうして、祭りという集合的沸騰状態においても社会統合機能が発揮されないことも
あることが、理論的に裏づけられた。となると残された問題は、先に記したように、対
立の深刻化と和解の成立という２つの現象が短期間のうちに出現しえたことを、矛盾な
く説明することである。これら２つの現象を、「社会が宗教現象である」ことと「宗教
が社会現象である」こととを同時に措定し、社会と宗教（祭り）との密接性を前提とし
ているように見えるデュルケムの理論にしたがって解釈しようとすると、途端にジレン
マに陥ることとなる。その理由は、もはや明白であろう。日常的な社会生活の中には、
対立の深刻化と和解の成立という相反する方向性をもつ２つの現象を、ともに生起させ
てしまう要素が混在していたからである。すでに見てきたように、森の祭りに参加する
町内や社の間には、氏神や町内の歴史・性格に関して差異性が認められた。しかし、そ
れと同時に、町内や社の間には同質性もあったことを忘れてはならない。さらには、今

図２　参加集団の入れ子構造
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回の騒動がもちあがった時代が戦時下であり、森町も含め日本全国で国民統合を促進す
る動きが相次いでいたことも看過してはならない。これらの点からすると、日常的な社
会生活の中には、差異性という対立の深刻化をもたらす要素もあれば、同質性や時代性
といった対立を和らげ、和解の成立を可能にする要素もあったことになる。それだから
こそ、1939～40年の一連の騒動を日常的な社会生活に直接結びつけて解釈しようとす
ると、ジレンマに陥ってしまうのである。そこで、こうした状況から抜け出すためには、
やはり社会と宗教とを切り離して考える必要があるように思われる。実際、今回の騒動
による社会生活への重大な影響を示す史資料や語りは、これまでのところ一切見つかっ
ていない。このようなことからしても、この騒動は祭りという文化的または宗教的場面
における社の関係の中で発生した出来事であって、日常的な社会生活における町内関係
の中で発生した出来事ではないということができる。こうした見解を、さらに明瞭に述
べるとすれば、次のようになるだろう。すなわち、社会生活という社会現象と祭りとい
う文化的・宗教的現象とは、少なくとも今回の事例の舞台となった近代社会の場合、説
明が不要なほど密接な関係にあるのではなく、むしろ両者の間にはギャップが存在して
いるのであり、そのため、祭りの中で発生した出来事のすべてを社会生活に直接結びつ
けて説明する必要は必ずしもないのである。
　このような現象の解釈に加え、社会と宗教（祭り）との間にギャップが存在すること
については、関係者たちの認識からも確認することができる。以下に２人の男性による
語りを示そう。

　　比雲社元社員（1931年生まれ）
　　　祭りになると、６社と４社は違うという意識を前面に出していたが、普段のとき

は４社の人間だからといって、彼らを特別扱いすることはなかった。

　　谷本社元社員（1933年生まれ）
　　　いつもは４社・６社関係なく仲間内でワイワイやっていても、祭りとなると態度

が変わった20）。

　一見してわかるように、両者はまったく同じことを述べており、日常的な社会生活と
祭りとでは実践様式が異なると語っている。彼らによると、社会生活の場面では氏神の
違いにもとづく差異性を強調することなく行為が行われるのに対して21）、祭りの場面で
はそれを強調するような行為が発現することもあるとしている。こうした語りは、彼ら
２人だけではなく、多くの人々からも聞くことができる。その意味からすると、社会と
宗教との間にギャップが存在するということは、森の祭り関係者たちにとって、いわば
「常識」なのである。
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　さらに、そうした社会と宗教（祭り）との間に存在するギャップについては、筆者だ
けでなく他の研究者によっても指摘されている。例えば、クリフォード・ギアツは、社
会変動にさらされた中部ジャワ東部の小さな町モジョクトにおける葬送儀礼の分析を通
して、社会的相互関係様式と文化的意味体系との間に存在する不調和──これをギアツ
の言葉に沿いながら別言すれば、社会構造と文化との不調和、となる──について言及
している〔ギアツ1987：243–290〕。また、本稿で何度も引用した芦田も、「社会と宗教
との関連は、説明を要求される問題であろう」と述べている〔芦田2001：41〕。このよ
うな指摘からしても、社会と宗教との関係は、説明が不要なほど密接な状態にあるわけ
ではないといえよう。

６．まとめにかえて

　以上、本稿では、1939～40年にかけて森の祭りで起きた騒動を事例として、祭りに
おける社会統合機能について考察し、２つのことを明らかにしてきた。それは、第１に、
祭り、とりわけ森の祭りのように激しい対抗関係を呈する祭りの場合、状況によっては
集合的沸騰状態においても社会統合機能が発揮されず、それどころか、祭りの秩序を破
綻させてしまうほどの騒動を引き起こしかねない危険性を秘めていることであり、第２

に、近代社会における社会と宗教（祭り）との間にはギャップが存在することの２つで
ある。こうした指摘は、今後の祭り研究を、どのような方向に導くことになるのであろ
うか。最後に、そのことについて簡単に触れながら、稿を終えたいと思う。
　今回の事例に関して特に重要と思われる点は、1939年の祭りで発生した「紛擾」を
契機として、氏子地区６社と非氏子地区４社との対立が深刻化していったことである。
この出来事は、上述の通り、集合的沸騰状態においても社会統合機能が発揮されなかっ
たことを意味している。では、そうした事態に陥ったことにより、人々の社会生活や地
域社会のありようにどのような問題が生じたのかというと、特にこれといって問題らし
い問題は起こらなかった。このため、そのような事実からすると、祭りの中で社会統合
機能が発揮されなくても、社会は崩壊せず、統合された状態を維持することができると
主張することも可能となってこよう。それにしても、なぜ、こうしたことが起こりえた
のであろうか。本稿の事例に即して、その理由の１つを示すとすれば、やはり国民統合
を推し進めていた戦時下という当時の社会状況をあげることができるのではないかと考
えている。なぜならば、すでに述べたように、国民統合が促進されていたときというの
は、日常的な社会生活の場面においても社会統合機能が発現していたとみなすことがで
きるからである。そのため、祭りの中で統合に失敗したとしても、それほど大事には到
らなかったのではないかと思われる。しかしながら、こうした解釈は、新たな疑問をも
生み出す。なぜならば、このような解釈は、祭りの中で発揮される社会統合機能の意義
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が、戦時下において相対的に低下していたことを示唆しているからである。いったい祭
りの中で発揮される社会統合機能は、戦時下において、どれほどの重要性を有していた
のであろうか。現在、15年戦争中の祭りのありようを明らかにした研究は、管見の限り、
ほとんど存在していない。本稿でも、戦時下の祭りの状況については、詳しく記述する
ことができなかった。そのため今後は、より多くの史資料を用いて戦時下の祭りのあり
ようを立体的に明らかにしていくことが必要となろう。と同時に、当時の祭りの中で発
揮された社会統合機能の意義についても深く考えていくことが、これからの祭り研究に
求められる１つの課題であると思われる22）。
　また、そうした社会統合機能の意義について考えることは、近代社会さらには現代社
会における社会と宗教（祭り）との関係性を問い直すことにもつながっていくものと思
われる。これまでに何度となく指摘してきたように、デュルケムはこれら２つの関係を
きわめて密接なものと考えていたようである。しかし、本稿の分析を通じて明らかにな
ったことは、社会と宗教との間にはギャップが存在するということであった。もちろん、
だからといって、両者の間にはいかなる関係も存在しないと想定することには問題があ
るだろう。場合によっては、明らかに、社会状況が祭りのありように影響を及ぼすこと
もあるからである。こうしたことを考慮しつつ、近現代における社会と宗教との関係を、
デュルケムとは異なる形で理論化するには、どうしたらよいのであろうか。このことも、
今後の祭り研究に求められている非常に大きな課題ではないかと考えている。
　このような課題は、確かに、今後の祭り研究が解明すべき問題群のほんの一部にすぎ
ない。しかし、これらの課題と真摯に向きあうことで、祭りという文化現象の意味や祭
りを取り巻く社会のありよう、さらにはそれに携わる人々の様相を、少しずつではある
が、明らかにすることができるのではないかと考えている。そうした作業はまた、日本
の祭り研究を、１つの文化論もしくは社会論として鍛え上げていくことにもつながるも
のと思われる。このような取り組みを意識的に続けていくことによって、現在でもきわ
めて刺激的な知の巨人たちの思想を相対化し、新たな地平を切り開いていくことが重要
であろう23）。

（謝辞）
本稿を執筆するにあたり、調査にご協力いただいた多くの方々に、心から御礼申し上げます。
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注

１） 「テクスト」と「暗黙の文化的コンテクスト」との関係について、詳しくは松澤を参照のこと〔松
澤2007〕。

２） 確かに、それらしき指摘は、総合討論における芦田や福間裕爾の発言の中に見ることができる〔竹
沢（他）1999：115–116〕。但し、それらはあくまでも指摘にすぎず、体系だった分析ではなかった。

３） 『宗教生活の原初形態』におけるデュルケムの理論では、菅康弘も指摘しているように、「聖→俗」
の局面（これを本稿の言葉で言い換えるならば「『宗教→社会』の局面」となろう）に議論が集中
しており、「俗→聖」に関する記述がほとんど見当たらない〔菅1989：17〕。このためデュルケム
の理論では、集合的沸騰を伴う祭り（儀礼）がどういった状況で発生するのかが、まったく明らか
にされていないのである。ここで取り上げた芦田の主張は、こうしたデュルケム理論のいわば「問
題点」を踏まえた上で導き出された１つの見解であるといえよう。

４） ここでは、参考までに、山車清祓と舞児還しについてごく簡単に説明しておく。山車清祓とは、
森の祭りの安全を願って、三島神社の神職が各社の若衆や屋台に対して祓いをなす行事である。ま
た、舞児還しとは森の祭りにおけるクライマックスの１つであり、神社に舞を奉納した子ども（こ
の子のことを舞児という）を屋台に乗せて、その子の家もしくは町内の会所などへ帰す行事のこと
をいう。後に本文でも触れるように、これら２つの行事は三島神社の神事であることから、これら
への参加は当時、三島神社氏子地区の６社に限られていた。

５） 明治町の成立年代に関しては、森町制100周年記念誌編集委員会による『森町　むかしといま』
を参照のこと〔森町制100周年記念誌編集委員会1989：148〕。

６） 中泉とは現在の磐田市中泉のことである。
７） だが、このような記述は、やや正確性を欠いている。実のところ、戸綿村は1876年（明治９）
に周辺の集落と合併し、睦実村と呼ばれていたのである〔森町教育委員会1998：948〕。

８） とはいえ、ここに示した経緯は、森町全体の合併史のほんの一部である。森町は、この他にも多
数の藩政村・地域を取り込んで、現在に至っている。

９） こうした状況は、神輿の渡御・還御に関しては1954年（昭和28）まで、山車清祓と舞児還しに
ついては1973年（昭和48）まで続いた。

10） この「紛擾」がいかなるものであったのかに関しては、史料上の限界もあり、現在のところ明ら
かにすることはできない。但し、語りによると、この紛擾とは練りの中で発生した社同士の大げん
かであり、このときのけんかでは互いに屋根瓦を投げあったともいわれている。

11） このときの様子を、『谷本社記録簿』1939年（昭和14）11月４日の記述から引用しておく。

 十一月四日
  ──（中略）──
  午前十時明開社より大当番召集の通達有り
  金子市平君　藤江吾一郎君出席す
  出席社数は谷本社　凱生社　慶雲社　睦栄社の四社代表にて　席上大当番より昨夜の問題を理

由に六社の大当番脱退の通告あり　十一時半解散す〔山内2000：110〕

  ちなみに、その年の大当番会議で話し合われた内容を書き記す「大当番記録簿」には、氏子地区
６社が大当番会議を脱退したことについて、奇妙なことにまったく記載されていない。しかし、仲
横町の比雲社によって書かれた「記録簿」には、「突如四日五社会議ニヨリ大當番脱退案提出中ナリ」
と記されている。この記述からすると、比雲社は、大当番脱退という自分たち氏子地区の対応に驚
いているように感じられる。
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12） 警防団とは、1939年１月に公布された警防団令によって新設された、防空と消防のために警防
に従事する地域団体のことである。警防団は、民間の消防組織である消防組と、防空機関として結
成されていた防護団を母体としたが、警防団自体は官製の組織として位置づけられ、地方長官が市
町村の申請または職権で設置することとされた。この団体の団長・副団長は地方長官が、その他の
団員は警察署長が任免し、警察の指揮下に入り、防空消防活動に国民を動員する上で中心的な役割
を果たした。なお、ここでのこうした記述は、下中弘（編）1993『日本史大辞典』２、平凡社、p. 
1211、さらには国史大辞典編集委員会1985『国史大辞典』５、吉川弘文館、p. 69を参照した。

13）ここまでの経緯を、『谷本社記録簿』1940年の記述から引用しておく〔山内2000：112〕。

 九月二十三日
  ──（中略）──
  同日役員全部夕食を共

とも

にし　席上本年度祭典に関し協議す
 　昨年度祭典において　我

わがしゃ

社と桑水社間に紛
ふんじょう

擾生じ　果ては六社の大当番脱退の通告に接し　以
来其

そ

の儘
まま

となり居
お

り　本年祭典行事に関しても何
なんら

等連絡の機関なく　六社の大当番脱退は我
わが

谷
本社と従来の如

ごと

き同一歩調を取らざる意中と見なし　谷本社においては独自の立場を以て祭典
を挙行致すべく　右旨を六社に通達する事に一決す

 九月二十五日
  昨年の大当番明開社を訪問し　本年谷本社祭典の行事は谷本社独自の立場を以って挙行致す旨

を通達す
 十月一日
  凱生社　慶雲社　睦栄社四社会議を開き　本年度祭典に関し協議す
 十月十五日
  各社代表警察署会議室に集まり　署長仲介のもとに昨年よりの紛擾も遂

つ

いに解決を見　同席上
引続き大当番会議を開催す

  ──（略）──
 十月二十三日
  大当番臨時会議三河屋において開催す
  ──（略）──
 十一月二日三日
  本年祭

（ママ）

例も前年の如く晴天に恵れ実に盛大なりき
  屋台引廻しに際しては本年署よりの注意を良く守り　その豪壮なる事他町の比に非

あら

ず　事故も
なく無事終了せしは役員及び社員の御協力の賜

たまもの

と存じ深謝す
  午后十一時社員全部神社に集合　無事祭典終了の御報告をなし　万歳三唱の上散解す

  なお、『谷本社記録簿』の1940年10月15日の記述の中で、仲裁を行った人物とされているのは
警察署長ただ１人である。しかし、後に本文でも触れるように、1940年10月17日付『東京日日新聞』
の記事には警察署長の他に、森町町長や警防団長の名も記されている。また同じ日の『静岡新報』
でも、警察署長・町長・警防団長の名があげられていた。だが、この年の「大当番記録簿」には、
10月15日の会議に彼ら３人だけでなく警部補・巡査長・刑事部長も出席していたことが記されて
いる。こうしたことを踏まえた上で、本稿では記述が煩雑になることを避けるために、仲裁を行っ
た人物として、とりあえず警察署長・町長・警防団長の３人をあげておくことにする。

14） この点について、本当は、「顔役」を含む森町の一般住民による仲裁も存在していたのであるが、
その記憶がすでに人々の間から失われてしまったために、結果的に彼らによる仲裁がなかったかの
ように見えるにすぎないと考えることも、もちろん可能である。しかし、後に本文でも触れるよう
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に、「タテの関係」、すなわち長幼の序を重視する森の祭り関係者の価値観からすると、若衆よりも
年上の人々による仲裁があったならば、その時点で記録や記憶に値するものとして認識され、何ら
かの証拠が残ったのではないかという気がしないでもない。

15） この部分の記述に関しては、国史大辞典編集委員会1986『国史大辞典』７、吉川弘文館、pp. 
879–880を参照した。

16） 村上重良によると、宗教団体法とは、天皇制ファシズムによる宗教の統制と利用を完璧にするた
めのものであり、宗教弾圧の新たな武器になったという〔村上1970：204–205〕。

17） 城下で、かつて旅館業を営んでいた女性（1927年生まれ）によると、同じく旅館業を営んでい
た両親から、三島神社氏子地区で生まれ育ち、後に日本で初めて氷砂糖の製造に成功した実業家・
鈴木藤三郎（1855～1913）が〔山本1999〕、実家の旅館で、しばしば城下の名士たちと宴会を行っ
ていたという話を聞いたことがあるという。鈴木の活躍した時代が主に明治期であったことを考慮
すると、氏子地区を越えた交流は以前からあったということができる。

18） ということは、やや不謹慎な物言いになるが、戦争をある種の祭りとみなすことも可能となろう。
戦争と祭りとの類似性については、上野千鶴子も「戦争は、集団の成員に高揚したお祭り気分をも
たらす」と述べている〔上野1984：52〕。また、芦田もカイヨワを引きながら、「カイヨワの所論
にしたがうならば、近代においては、戦争こそが、もっとも巨大でもっとも強力な共同体である国
家の祭りということになろう」と指摘している〔芦田2001：87〕。

19） 境界線を設定・維持することは、他社との差異化を図ることでもある。森の祭りに参加する各社
は、相互にこの作業を行なうため、各社間の関係はときとして対抗的になる。なお、森の祭りで見
られる各社間の対抗関係については、拙稿を参照のこと〔谷部2000〕。

20） 本文中にも記したように、２人の男性の生まれ年は、それぞれ1931年と1933年であるため、
1939～40年の騒動の際には10歳にも満たない子どもであった。そのため、厳密にいえば、彼らの
認識とこの騒動に関わった人たちのもっていた認識とは必ずしも一致しない可能性がある。しかし
ながら、すでに現在では、この騒動に関わった人々からの語りを採取することがきわめて困難であ
ることから、ここでは２人の語りを補足的に用いることとした。

21） もちろん、だからといって、日常的な社会生活の場面において氏神の違いにもとづく差異性がま
ったく表面化しないかというと、そうでもない。例えば、普段の会話の中で森の祭りのことが話題
として登場すると、往々にしてこの差異性が強調されることとなる。

22） 祭りの中で発揮される社会統合機能の意義に関しては、戦時下だけでなく、現代においても問う
必要があるのではないかと考えている。なぜならば、森の祭りでもすでにそうなのだが、いくつか
の祭りの場合、その担い手たちの中に、現在は余所へ転出してしまっているものの、祭りになると
帰ってくるかつての住人たちや、これまでその土地に住んだことはないが、何らかの縁で祭りに参
加しているという人々までもが含まれているからである。彼らは祭りが終わると、当然のことなが
ら、自分たちの生活空間へと帰っていく。しかし、祭りの中で発せられる社会統合機能は、こうし
た人々にも影響を及ぼしているはずであり、したがって、彼らと地域社会の住人とは祭りの中で統
合されることになるはずである。このように考えてくると、こうした現象に関して、いくつかの疑
問が思い浮かぶ。第１に、そもそも地域社会の住人とそうでない人々とが、祭りを通して結びつく、
あるいは結びつこうとするのはなぜなのであろうか。第２に、そのような結びつきによって、いか
なることが生じるのであろうか。第３に、そうした現象そのものがもつ社会的意義とは何なのであ
ろうか。これらの疑問も、従来の祭り研究で十分に解明されていない問題である。

23） 本稿では、祭りを分析するにあたり、機能論にこだわって議論を進めてきた。しかし、祭り研究
をより有意義なものとするために求められているパースペクティヴは、必ずしも機能論に限られる
わけではないと考えている。その意味で、機能論にも限界のあることを、十分理解しているつもり
である。
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